
放棄された竹林の整備や
里山林にまで広がった

タケやササを除去したい

活用されていない里山林の
木材資源を

本格的に活用したい

放置された里山林を
手入れして多面的機能を

維持・発揮させたい

里山林の
整備を通じ
て得られた
森林資源を
活かしたい

竹林整備を
通じて得ら
れた竹等を
活かしたい

複業の一つ
として

里山林を
活用したい
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森林・山村多面的機能発揮対策愛知県協議会
【連絡先】 〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号（愛知県三の丸庁舎8階）

公益社団法人 愛知県緑化推進委員会内
TEL 052-963-8045 FAX 052-963-8491
URL：https://www.midori-aichi.jp/tamenteki_top/
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参加者を募り、どの
ような森づくりや活
動をしたいか話し合
います。

森林所有者の同意を
得て協定を締結しま
す。
活動する森林が本交
付金の要件を満たす
か確認します。

３年間の活動計画書
を作成します。申請
に必要な書類は、地
域協議会や林野庁の
ウェブサイトから入
手できます。

活動計画書に基づき
活動を開始します。
目標達成度を調査す
るためモニタリング
調査（森林の状態を
把握する初回調査、
活動の効果を確認す
る年次調査）等を行
います。

実施状況報告書を提
出します。１年目、
２年目の活動組織は、
次年度の活動に向け
て、活動計画書の見
直し等を検討します。


